
Ⅱ 業務により石綿にさらされた可能性の有無 

以下の作業に従事していた場合には､業務で石綿にさらされていた可能性があります。 

□ 建築物の補修または解体作業（例：耐火被覆の除去作業、耐火建築物の解体作業） 
  （  年  月 ～  年  月：  年  月間） 
 
□ 石綿製品の製造工程における作業（例：石綿紡織製品､石綿スレートなどの石綿 
  セメント製品､自動車のブレーキライニング､石綿フェルトなどの製造） 
  （  年  月 ～  年  月：  年  月間） 
 
□ 断熱や保温のための被覆作業､その補修作業（例：「断熱パッドの取り付け､取り 
  外し」､「ボイラーやスチーム管への断熱材の巻きつけ､取りはがし」､「保温材料で 
  包まれたパイプの取り付け･取り外し」） 
  （  年  月 ～  年  月：  年  月間） 
 
□ 鉄鋼製の船舶や車両の補修､解体作業 
  （  年  月 ～  年  月：  年  月間） 
 
□ スレート板などの難燃性の建築材料を切断するなどの加工作業（耐火建築物内の 
  電気配線工事､配管工事を含む） 
  （  年  月 ～  年  月：  年  月間） 
 
□ 倉庫内などでの石綿原料・製品の袋詰め､または運搬作業 
  （  年  月 ～  年  月：  年  月間） 
 
□ 耐火建築物にかかわる鉄骨などへの石綿､石綿を含有する岩綿などの吹付け作業 
  （  年    月 ～  年  月：  年  月間） 
 
□ タルクなどの取扱い作業 
  （  年  月 ～  年  月：  年  月間） 
 
□ 石綿鉱山またはその附属施設で行う石綿を含有する鉱石や岩石の採掘､搬出､粉砕､ 
  その他､石綿の精製に関連する作業 
  （  年  月 ～  年  月：  年  月間） 
 
□ 上記の作業が行われている場所の周辺などでの作業（例：吹付け作業が行われている 
  場所で塗装作業に従事） 
  （  年  月 ～  年  月：  年  月間） 

 
 

厚生労働省のホームページに､石綿にさらされるおそれがある作業例について､写真入りで解説しています。 

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/roudousya2/index.html 
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